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(57)【要約】
　結腸をつぶれていない状態に安全に維持する、結腸の
洗浄および／または検査の方法を説明する。結腸を洗浄
している間に排出される流体、ガス、および／または固
体の体積を均衡に置き換えるための方法を説明する。置
き換わる体積は、例えば、洗浄流体、ジェット流ガス、
および／または、送気ガスを含む。いくつかの実施形態
においては、排出される体積と、置き換わる体積の均衡
は、交換される物質の体積の監視、および／または、結
果的に得られる圧力の測定に基づいて、自動制御下で達
成する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結腸内部の観察を可能にする安全に膨らんだ状態に結腸を維持しながら、前記結腸の遠
位端部から物質を排出する結腸洗浄システムであって、前記結腸洗浄システムが、
　前記結腸に挿入可能な遠位領域を有し、前記物質を排出するための吸引力を伝える排出
導管と、
　前記結腸を膨らませるために送気ガスを供給する送気導管と、
　コントローラーと、
　前記遠位領域から前記コントローラーに圧力測定値を提供するように構成されている圧
力センサーと、
　を備えており、
　前記コントローラーが、前記膨らんだ状態を形成して維持するために、前記送気ガスの
供給の流れと、吸引力とを、前記圧力測定値に基づいて調節するように構成されている、
　結腸洗浄システム。
【請求項２】
　前記システムが、前記排出導管を通じて排出される、ガスおよび液体を少なくとも含む
排出混合物中のガスの相対比率を測定するように構成されているセンサーを備えており、
前記コントローラーが、ガスおよび液体を少なくとも含む前記排出混合物中のガスの前記
相対比率に基づいて、前記送気ガスの供給を調整するようにさらに構成されている、請求
項１に記載の結腸洗浄システム。
【請求項３】
　前記遠位領域が、大腸内視鏡を前記結腸の前記遠位端部に挿入できるように、大腸内視
鏡に取り付られるコネクタを備えている、請求項１に記載の結腸洗浄システム。
【請求項４】
　前記圧力センサーからの測定値を、内部の観察を可能にする前記安全に膨らんだ状態に
合致する所定の圧力範囲内に維持するために、前記コントローラーが前記流れを調節する
ように構成されている、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の結腸洗浄システム
。
【請求項５】
　前記所定の圧力範囲に含まれる上限値および下限値が、いずれも周囲圧力より５ｍｂａ
ｒ～４０ｍｂａｒ高い値である、請求項４に記載の結腸洗浄システム。
【請求項６】
　前記送気ガスの供給が、前記圧力測定値の減少に基づいて増加される、請求項１に記載
の結腸洗浄システム。
【請求項７】
　前記送気ガスの供給が、前記コントローラーによって、前記圧力測定値の変化に応じた
複数の異なる供給速度および／または供給圧力に変化可能である、請求項１に記載の結腸
洗浄システム。
【請求項８】
　前記増加が、前記送気ガスの前記供給速度の増大を含む、請求項６に記載の結腸洗浄シ
ステム。
【請求項９】
　前記増加が、前記送気ガスの供給の時間長の増加を含む、請求項６に記載の結腸洗浄シ
ステム。
【請求項１０】
　前記吸引力が、前記圧力測定値の減少に基づいて低減される、請求項４に記載の結腸洗
浄システム。
【請求項１１】
　前記吸引力の低減が、吸引圧力の大きさの減少を含む、請求項１０に記載の結腸洗浄シ
ステム。
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【請求項１２】
　前記吸引力の低減が、前記吸引圧力の供給の時間長の減少を含む、請求項１０に記載の
結腸洗浄システム。
【請求項１３】
　前記所定の圧力範囲が、使用中に調整可能である、請求項４に記載の結腸洗浄システム
。
【請求項１４】
　前記コントローラーが、操作者の命令を受信した時点で吸引を開始するように構成され
ている、請求項１に記載の結腸洗浄システム。
【請求項１５】
　前記コントローラーが、吸引の開始の時点で前記送気ガスの供給を増大させるように構
成されている、請求項１４に記載の結腸洗浄システム。
【請求項１６】
　前記結腸洗浄システムが、潅注流体供給部に取付け可能な潅注導管を備えており、前記
膨らんだ状態を維持するために前記コントローラーによって調節される前記流れが、前記
潅注流体供給部から前記潅注導管へ供給される前記潅注流体をさらに含む、請求項１に記
載の結腸洗浄システム。
【請求項１７】
　前記コントローラーが、前記潅注流体の供給の増大の関数として前記送気ガスの供給を
低減するように構成されている、請求項１６に記載の結腸洗浄システム。
【請求項１８】
　前記送気ガスの供給の前記低減が、前記コントローラーによって、前記潅注流体の供給
の増大に応じた複数の異なる供給速度および／または供給圧力に変化可能である、請求項
１７に記載の結腸洗浄システム。
【請求項１９】
　前記コントローラーが、操作者の命令を受信した時点で潅注流体の供給を開始するよう
に構成されている、請求項１６に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２０】
　前記コントローラーが、潅注流体の供給の開始の時点で前記送気ガスの供給を低減する
ように構成されている、請求項１９に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２１】
　前記コントローラーが、潅注流体の供給の開始の時点で前記吸引力の供給を増大させる
ように構成されている、請求項１９に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２２】
　前記圧力測定値の減少速度の加速に対して、前記コントローラーが、圧力の現在の減少
速度に対抗するために必要な量よりも多い送気ガスの供給を命令する、請求項１に記載の
結腸洗浄システム。
【請求項２３】
　大腸内視鏡と一緒に提供される、請求項１に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２４】
　前記排出導管が、前記物質を排出するための前記吸引力を提供する容積式ポンプに取り
付けられている、請求項１に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２５】
　前記コントローラーが、前記容積式ポンプによって前記結腸から吸引除去される物質の
推定体積に基づいて、前記結腸の前記膨らんだ状態を維持するように構成されている、請
求項２４に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２６】
　前記推定体積が、前記容積式ポンプの動作速度に基づく、請求項２５に記載の結腸洗浄
システム。
【請求項２７】
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　前記推定体積が、前記容積式ポンプの電力消費量に基づく、請求項２５または請求項２
６のいずれか１項に記載の結腸洗浄システム。
【請求項２８】
　結腸の洗浄の間、内部の観察を可能にする、結腸が安全に膨らんだ状態を安全に維持す
る装置の作動方法であって、前記方法が、
　前記結腸の遠位領域に挿入されている、前記装置の排出導管の遠位開口部を通じて、前
記結腸から流体を含む物質を排出するステップであって、前記物質が、前記遠位開口部に
供給される吸引力によって排出される、ステップと、
　前記物質の排出に起因する、前記遠位領域内で測定される圧力の変化を、前記装置の圧
力センサーによって感知するステップと、
　前記装置の送気導管から前記結腸への送気ガスの供給を、前記装置のコントローラーを
使用して制御するステップであって、前記送気ガスの供給量を、前記感知された圧力の変
化に基づいて前記コントローラーによって自動的に決定する、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２９】
　ガスおよび液体を少なくとも含む前記排出混合物中のガスの相対比率に基づいて、前記
送気ガスの供給を調整するステップ、を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　現在の吸引速度で除去される前記物質の量の推定に基づいて、前記送気導管から供給す
る前記ガスの量を、前記コントローラーによってさらに制御する、請求項２８に記載の方
法。
【請求項３１】
　前記除去される物質の量の前記推定が、容積式ポンプによって除去される物質の体積に
基づく、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記物質を排出している間、前記結腸に潅注流体を供給するステップ、をさらに含む、
請求項２８から請求項３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３３】
　前記送気導管から供給される前記ガスの量が、前記供給される潅注流体の量の推定にも
基づく、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　供給する排出圧力の大きさに対する前記送気ガスの供給速度の相対的な大きさが、前記
測定される圧力が低下するにつれて自動的に増大される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　供給する排出圧力の大きさに対する前記送気ガスの供給速度の相対的な大きさが、前記
測定される圧力の前記低下に基づいて、一連の複数の異なる値を通じて自動的に増大され
る、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　供給する排出圧力の大きさに対する前記送気ガスの供給速度の相対的な大きさが、前記
測定される圧力が増大するにつれて自動的に低減される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３７】
　供給する排出圧力の大きさに対する前記送気ガスの供給速度の前記相対的な大きさが、
前記測定される圧力の前記増大に基づいて、一連の複数の異なる値を通じて自動的に低減
される、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記測定される圧力を所定の圧力範囲内に維持するように、送気ガスの相対的な大きさ
および供給する排出圧力の相対的な大きさの変化を選択する、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記供給する排出圧力の大きさが、印加される排出圧力の大きさまたは排出圧力を印加
する時間長の一方または両方を含む、請求項３４に記載の方法。
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【請求項４０】
　内部の観察を可能にする安全に膨らんだ状態に結腸を維持しながら、前記結腸の遠位端
部から物質を排出する結腸洗浄システムであって、前記結腸洗浄システムが、
　前記結腸に挿入可能な遠位領域を有し、前記物質を排出するための吸引力を伝える排出
導管と、
　前記結腸を膨らませるために送気ガスを供給するための送気導管と、
　前記結腸を潅注するために潅注流体を供給するための潅注導管と、
　コントローラーと、
　前記遠位領域から前記コントローラーに圧力測定値を提供するように構成されている圧
力センサーと、
　を備えており、
　前記コントローラーが、前記膨らんだ状態を形成して維持するために、前記送気ガスの
供給、前記潅注流体の供給、および前記吸引力のうちの少なくとも２つの正味流れを、前
記圧力測定値に基づいて調節するように構成されている、
　結腸洗浄システム。
【請求項４１】
　前記システムが、前記排出導管を通じて排出される、ガスおよび液体を少なくとも含む
排出混合物中のガスの相対比率を測定するように構成されているセンサー、を備えており
、前記コントローラーが、ガスおよび液体を少なくとも含む前記排出混合物中のガスの前
記相対比率に基づいて、前記送気ガスの供給を調整するようにさらに構成されている、請
求項４０に記載の結腸洗浄システム。
【請求項４２】
　結腸洗浄システムの排出管腔における詰まりを検出する方法であって、前記排出管腔に
吸引力を提供するために使用する容積式ポンプのポンプ循環速度を測定するステップと、
前記ポンプ循環速度に基づいて、詰まりの指標を提供するステップと、を含む、方法。
【請求項４３】
　結腸洗浄システムの排出管腔における詰まりを検出する方法であって、前記排出管腔に
吸引力を提供するために使用する容積式ポンプによる電力消費量を測定するステップと、
前記測定された電力消費量に基づいて、詰まりの指標を提供するステップと、を含む、方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、そのいくつかの実施形態においては、診断検査のために結腸または他の体腔
から排泄物を取り除く方法に関し、より詳細には、これに限定されないが、洗浄中および
／または検査中に結腸の膨らみを維持することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大腸内視鏡は、例えば癌性ポリープおよび／または前癌性ポリープを探すために結腸お
よびその内容物を光学的および／または電子的に撮影する手段を提供する。効果的に観察
するために大腸内視鏡検査の前に一般的に行うことは、結腸の内容物をできる限り取り除
くことである。これは、積極的な治療食への変更、および／または下剤の投与によって行
われることもある。結腸を観察するいくつかの方法においては、撮影は、結腸の一部を潅
注流体によって洗い流すか洗浄しながら行われる。潅注流体、排泄物、および／または他
の結腸内容物が、吸引、および／または、身体から物質を取り出すための別の方法によっ
て、結腸から取り除かれる。大腸内視鏡検査は、膨らませた結腸において実行される。膨
らませることによって、観察を改善する、および／または、内視鏡を安全に移動すること
ができる。
【０００３】
　本出願の内容の技術分野には、以下の特許出願、すなわち、特許文献１、特許文献２、
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および特許文献３が関連する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０１８５０５６号明細書（Ｔａｌ　Ｇｏｒ
ｄｏｎら）
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／０１０５８４５号明細書（Ｔａｌ　Ｇｏｒ
ｄｏｎら）
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１２／０１０１３３６号明細書（Ｙｏａｖ　Ｈｉ
ｒｓｃｈら）
【発明の概要】
【０００５】
　本開示のいくつかの実施形態によれば、結腸内部の観察を可能にする安全に膨らんだ状
態に結腸を維持しながら、結腸の遠位端部から物質を排出する結腸洗浄システムであって
、本結腸洗浄システムは、結腸に挿入可能な遠位領域を有し、物質を排出するための吸引
力を伝える排出導管（evacuation conduit）と、結腸を膨らませるために送気ガスを供給
する送気導管（insufflation conduit）と、コントローラーと、遠位領域からコントロー
ラーに圧力測定値を提供するように構成されている圧力センサーと、を備えており、コン
トローラーが、膨らんだ状態を形成して維持するために、送気ガスの供給の流れと、吸引
力とを、圧力測定値に基づいて調節するように構成されている、結腸洗浄システム、を提
供する。
【０００６】
　いくつかの実施形態においては、本システムは、排出導管を通じて排出されるガスおよ
び液体を少なくとも含む排出混合物中のガスの相対比率を測定するように構成されている
センサーを備えており、コントローラーが、ガスおよび液体を少なくとも含む排出混合物
中のガスの相対比率に基づいて、送気ガスの供給を調整するようにさらに構成されている
。
【０００７】
　いくつかの実施形態においては、遠位領域は、大腸内視鏡を前記結腸の前記遠位端部に
挿入できるように、大腸内視鏡に取り付られるコネクタを備えている。
【０００８】
　いくつかの実施形態においては、圧力センサーからの測定値を、内部の観察を可能にす
る安全に膨らんだ状態に合致する所定の圧力範囲内に維持するために、コントローラーは
流れを調節するように構成されている。
【０００９】
　いくつかの実施形態においては、所定の圧力範囲に含まれる上限値および下限値は、い
ずれも周囲圧力より５ｍｂａｒ～４０ｍｂａｒ高い値である。
【００１０】
　いくつかの実施形態においては、送気ガスの供給は、圧力測定値の減少に基づいて増加
される。
【００１１】
　いくつかの実施形態においては、送気ガスの供給は、コントローラーによって、圧力測
定値の変化に応じた複数の異なる供給速度および／または供給圧力に変化可能である。
【００１２】
　いくつかの実施形態においては、増加は、送気ガスの供給速度の増大を含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態においては、増加は、送気ガスの供給の時間長の増加を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態においては、吸引力は、圧力測定値の減少に基づいて低減される。
【００１５】
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　いくつかの実施形態においては、吸引力の低減は、吸引圧力の大きさの減少を含む。
【００１６】
　いくつかの実施形態においては、吸引力の低減は、吸引圧力の供給の時間長の減少を含
む。
【００１７】
　いくつかの実施形態においては、所定の圧力範囲は、使用中に調整可能である。
【００１８】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、操作者の命令を受信した時点で吸
引を開始するように構成されている。
【００１９】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、吸引の開始の時点で送気ガスの供
給を増大させるように構成されている。
【００２０】
　いくつかの実施形態においては、本結腸洗浄システムは、潅注流体供給部（irrigating
 fluid supply）に取付け可能な潅注導管（irrigating conduit）を備えており、膨らん
だ状態を維持するためにコントローラーによって調節される流れが、潅注流体供給部から
潅注導管へ供給される潅注流体をさらに含む。
【００２１】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、潅注流体の供給の増大の関数とし
て送気ガスの供給を低減するように構成されている。
【００２２】
　いくつかの実施形態においては、送気ガスの供給の低減は、コントローラーによって、
潅注流体の供給の増大に応じた複数の異なる供給速度および／または供給圧力に変化可能
である。
【００２３】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、操作者の命令を受信した時点で潅
注流体の供給を開始するように構成されている。
【００２４】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、潅注流体の供給の開始の時点で送
気ガスの供給を低減するように構成されている。
【００２５】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、潅注流体の供給の開始の時点で吸
引力の供給を増大させるように構成されている。
【００２６】
　いくつかの実施形態においては、圧力測定値の減少速度の加速に対して、コントローラ
ーが、圧力の現在の減少速度に対抗するために必要な量よりも多い送気ガスの供給を命令
する。
【００２７】
　いくつかの実施形態においては、本結腸洗浄システムは、大腸内視鏡と一緒に提供され
る。
【００２８】
　いくつかの実施形態においては、排出導管は、内容物を排出するための吸引力を提供す
る容積式ポンプ（positive displacement pump）に取り付けられている。
【００２９】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、容積式ポンプによって結腸から吸
引除去される物質の推定体積に基づいて、結腸の膨らんだ状態を維持するように構成され
ている。
【００３０】
　いくつかの実施形態においては、推定体積は、容積式ポンプの動作速度に基づく。
【００３１】
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　いくつかの実施形態においては、推定体積は、容積式ポンプの電力消費量に基づく。
【００３２】
　本開示のいくつかの実施形態によれば、結腸の洗浄の間、内部の観察を可能にする、結
腸が安全に膨らんだ状態を安全に維持する装置の作動方法であって、本方法が、結腸の遠
位領域に挿入されている、装置の排出導管の遠位開口部を通じて、結腸から流体を含む物
質を排出するステップであって、物質が、遠位開口部に供給される吸引力によって排出さ
れる、ステップと、物質の排出に起因する、遠位領域内で測定される圧力の変化を、装置
の圧力センサーによって感知するステップと、装置の送気導管から結腸への送気ガスの供
給を、装置のコントローラーを使用して制御するステップであって、送気ガスの供給量を
、感知された圧力の変化に基づいてコントローラーによって自動的に決定する、ステップ
と、を含む、方法、を提供する。
【００３３】
　いくつかの実施形態においては、本方法は、ガスおよび液体を少なくとも含む排出混合
物中のガスの相対比率に基づいて、送気ガスの供給を調整するステップ、を含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態においては、現在の吸引速度で除去される物質の量の推定に基づい
て、送気導管から供給する前記ガスの量を、コントローラーによってさらに制御する。
【００３５】
　いくつかの実施形態においては、除去される物質の量の推定は、容積式ポンプによって
除去される物質の体積に基づく。
【００３６】
　いくつかの実施形態においては、物質を排出している間、結腸に潅注流体を供給するス
テップ、をさらに含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態においては、送気導管から供給されるガスの量は、供給される潅注
流体の量の推定にも基づく。
【００３８】
　いくつかの実施形態においては、供給する排出圧力の大きさに対する送気ガスの供給速
度の相対的な大きさは、測定される圧力が低下するにつれて自動的に増大される。
【００３９】
　いくつかの実施形態においては、供給する排出圧力の大きさに対する送気ガスの供給速
度の相対的な大きさは、測定される圧力の低下に基づいて、一連の複数の異なる値を通じ
てコントローラーによって自動的に増大される。
【００４０】
　いくつかの実施形態においては、供給する排出圧力の大きさに対する送気ガスの供給速
度の相対的な大きさは、測定される圧力が増大するにつれて自動的に低減される。
【００４１】
　いくつかの実施形態においては、供給する排出圧力の大きさに対する送気ガスの供給速
度の相対的な大きさは、測定される圧力の増大に基づいて、一連の複数の異なる値を通じ
てコントローラーによって自動的に低減される。
【００４２】
　いくつかの実施形態においては、測定される圧力を所定の圧力範囲内に維持するように
、送気ガスの相対的な大きさおよび供給する排出圧力の相対的な大きさの変化を選択する
る。
【００４３】
　いくつかの実施形態においては、供給する排出圧力の大きさが、印加される排出圧力の
大きさまたは排出圧力を印加する時間長の一方または両方を含む。
【００４４】
　本開示のいくつかの実施形態によれば、内部の観察を可能にする安全に膨らんだ状態に
結腸を維持しながら、結腸の遠位端部から物質を排出する結腸洗浄システムであって、本
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結腸洗浄システムは、結腸に挿入可能な遠位領域を有し、物質を排出するための吸引力を
伝える排出導管と、結腸を膨らませるために送気ガスを供給するための送気導管と、結腸
を潅注するために潅注流体を供給するための潅注導管と、コントローラーと、遠位領域か
らコントローラーに圧力測定値を提供するように構成されている圧力センサーと、を備え
ており、コントローラーが、膨らんだ状態を形成して維持するために、送気ガスの供給、
潅注流体の供給、および吸引力、のうちの少なくとも２つの正味流れ（net flow）を、圧
力測定値に基づいて調節するように構成されている、結腸洗浄システム、を提供する。
【００４５】
　いくつかの実施形態においては、本システムは、排出導管を通じて排出されるガスおよ
び液体を少なくとも含む排出混合物中のガスの相対比率を測定するように構成されている
センサー、を備えており、コントローラーが、ガスおよび液体を少なくとも含む排出混合
物中のガスの相対比率に基づいて、送気ガスの供給を調整するようにさらに構成されてい
る。
【００４６】
　本開示のいくつかの実施形態によれば、結腸洗浄システムの排出管腔における詰まりを
検出する方法であって、排出管腔に吸引力を提供するために使用する容積式ポンプのポン
プ循環速度を測定するステップと、ポンプ循環速度に基づいて、詰まりの指標を提供する
ステップと、を含む。
【００４７】
　本開示のいくつかの実施形態によれば、結腸洗浄システムの排出管腔における詰まりを
検出する方法であって、排出管腔に吸引力を提供するために使用する容積式ポンプによる
電力消費量を測定するステップと、測定された電力消費量に基づいて、詰まりの指標を提
供するステップと、を含む。
【００４８】
　特に定義しない限り、本明細書で使用する全ての技術および／または科学用語は、本発
明が属する技術分野の当業者により通常理解されるものと同じ意味を有する。本明細書に
記載のものと同様のまたは等価な方法および材料を、本発明の実施形態の実践または試験
に使用することができるが、例示的な方法および／または材料を下記に記載する。矛盾す
る場合、定義を含む特許明細書が優先する。加えて、材料、方法、および実施例は単なる
例示であり、必ずしも限定を意図するものではない。
【００４９】
　当業者によって理解されるように、本発明の態様は、システム、方法、またはコンピュ
ータプログラム製品として実施することができる。したがって、本発明の態様は、完全に
ハードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフト
ウェア、マイクロコードなどを含む）、またはソフトウェアの側面とハードウェアの側面
を組み合わせた実施形態、の形をとることができ、これらはいずれも本明細書においては
、一般に「回路」、「モジュール」、または「システム」と称することがある。さらに、
本発明の態様は、コンピュータ可読プログラムコードを実装した１つまたは複数のコンピ
ュータ可読媒体に実施されたコンピュータプログラム製品の形をとることができる。本発
明の実施形態の方法および／またはシステムの実施は、選択されたタスクを、手動で、ま
たは自動的に、またはこれらの組合せにおいて、実行する、または完了することを含むこ
とができる。
【００５０】
　例えば、本発明の実施形態に係る選択されたタスクを実行するハードウェアを、チップ
または回路として実施することができる。ソフトウェアとしては、本発明の実施形態に係
る選択されたタスクを、任意の適切なオペレーティングシステムを使用するコンピュータ
によって実行される複数のソフトウェア命令として実施することができる。本発明の例示
的な実施形態においては、本明細書に記載されている方法および／またはシステムの例示
的な実施形態に係る１つまたは複数のタスクは、データプロセッサ（複数の命令を実行す
るコンピューティングプラットフォームなど）によって実行される。データプロセッサは
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、所望により、命令および／またはデータを記憶する揮発性メモリ、および／または、命
令および／またはデータを記憶する不揮発性記憶装置（例えば磁気ハードディスクおよび
／またはリムーバブル媒体）、を含む。所望により、ネットワーク接続も提供される。所
望により、ディスプレイ、および／または、キーボードやマウスなどのユーザ入力デバイ
ス、も提供される。
【００５１】
　１つまたは複数のコンピュータ可読媒体の任意の組合せを利用することができる。コン
ピュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体とする
ことができる。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、以下に限定されないが、電子式、
磁気式、光学式、電磁式、赤外線式、または半導体の、システム、装置、またはデバイス
、またはこれらの任意の適切な組合せ、とすることができる。コンピュータ可読記憶媒体
のさらに具体的な例（すべてを網羅していないリスト）としては、以下、すなわち、１本
または複数本のワイヤを有する電気接続、携帯型コンピュータディスク、ハードディスク
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログ
ラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュメモリ）、光ファイバ、ポー
タブルコンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光記憶装置、磁気記憶
装置、またはこれらの任意の適切な組合せ、が挙げられる。本文書の文脈においては、コ
ンピュータ可読記憶媒体は、命令を実行するシステム、装置、またはデバイスによって、
またはこれらのシステム、装置、またはデバイスに関連して使用するためのプログラムを
、含むまたは記憶することのできる任意の有形媒体とすることができる。
【００５２】
　コンピュータ可読信号媒体としては、コンピュータ可読プログラムコードが、例えばベ
ースバンドにおいて、または搬送波の一部として実施されている、伝搬されるデータ信号
、が挙げられる。このような伝搬信号は、さまざまな形（以下に限定されないが、電磁気
、光、またはこれらの任意の適切な組合せを含む）のいずれかをとることができる。コン
ピュータ可読信号媒体は、コンピュータ可読記憶媒体ではなく、かつ、命令を実行するシ
ステム、装置、またはデバイスによって、またはこれらのシステム、装置、またはデバイ
スに関連して使用するためのプログラムを、伝える、伝搬させる、または運ぶことのでき
る、任意のコンピュータ可読媒体、とすることができる。
【００５３】
　コンピュータ可読媒体に実施されているプログラムコードは、任意の適切な媒体（以下
に限定されないが、ワイヤレス、有線、光ファイバケーブル、無線周波数など、またはこ
れらの任意の適切な組合せを含む）を使用して送信することができる。
【００５４】
　本発明の態様の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、１種類または
複数種類のプログラミング言語（オブジェクト指向プログラミング言語（Ｊａｖａ（登録
商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋など）および従来の手続き型プログラミング言語（
「Ｃ」プログラミング言語または類似するプログラミング言語など）を含む）の任意の組
合せにおいて書かれていてよい。プログラムコードは、独立したソフトウェアパッケージ
として、その全体を使用者のコンピュータ上で実行する、またはその一部を使用者のコン
ピュータ上で実行する、または一部を使用者のコンピュータ上で実行しかつ一部を遠隔の
コンピュータ上で実行する、または全体を遠隔のコンピュータまたはサーバー上で実行す
ることができる。後者のシナリオでは、遠隔のコンピュータは、任意のタイプのネットワ
ーク（ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）またはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ
）を含む）を通じて使用者のコンピュータに接続することができる、または、（例えばイ
ンターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを通じて）外部のコンピュー
タへの接続を形成することができる。
【００５５】
　本発明の態様は、本発明の実施形態に係る方法、装置（システム）、およびコンピュー
タプログラム製品の流れ図および／またはブロック図を参照しながら、以下に説明されて
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いる。流れ図および／またはブロック図の各ブロック、および、流れ図および／またはブ
ロック図におけるブロックの組合せを、コンピュータプログラム命令によって実施できる
ことが理解されるであろう。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ
のプロセッサ、専用コンピュータのプロセッサ、またはマシンを形成するための他のプロ
グラマブルデータ処理装置のプロセッサに提供することができ、したがってこれらの命令
（コンピュータのプロセッサまたは他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサを介
して実行される）は、流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに指
定されている機能／動作を実施する手段を形成する。
【００５６】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ、他のプログラマブルデータ処
理装置、または他の装置が特定の方法で機能するように導くことができるコンピュータ可
読媒体に記憶してもよく、したがって、コンピュータ可読媒体に記憶されている命令は、
流れ図および／またはブロック図の１つまたは複数のブロックに指定されている機能／動
作を実施する命令を含む製品を形成する。
【００５７】
　コンピュータまたは他のプログラマブル装置で実行される命令が、流れ図および／また
はブロック図の１つまたは複数のブロックに指定されている機能／動作を実施するための
プロセスを提供するように、コンピュータプログラム命令を、コンピュータ、他のプログ
ラマブルデータ処理装置、または他の装置にロードして、コンピュータ、他のプログラマ
ブル装置、または他の装置上で一連の動作ステップが実行されてコンピュータによって実
施されるプロセスが生成されるようにしてもよい。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態について、その例示のみを目的として添付の図面を参照し
て本明細書に記載する。以下、特に図面を詳細に参照して示す細部は、例示を目的とし、
また本発明の実施形態の詳細な説明を目的とすることを強調する。同様に、図面と共に説
明を見ることで、本発明の実施形態をどのように実践し得るかが当業者には明らかとなる
。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１Ａ】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、つぶれていない結腸の状態を自
動的に維持するための送気装置を備えた結腸洗浄システムの概略図である。
【図１Ｂ】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、つぶれていない結腸の状態を自
動的に維持するための送気装置を備えた結腸洗浄システムと、そこに取り付けられている
大腸内視鏡との概略図である。
【図２】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、つぶれていない結腸の状態を自動
的に維持するための送気装置と、個別の潅注サブシステムとを備えた結腸洗浄システムの
概略図である。
【図３】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗浄および／または検査中
に結腸の膨らみを維持する方法の概略的な流れ図である。
【図４】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗浄および／または検査中
に結腸の膨らみの状態を変化させる可能性のある原因の概略図である。
【図５】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗浄および／または検査中
に結腸の膨らみの状態を維持する方法の概略的な流れ図である。
【図６】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗浄および／または検査中
に目標の結腸圧力範囲を選択する、および／または修正する方法の概略的な流れ図である
。
【図７】本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、センサー付きポンプの動作を使用
して詰まりを検出する方法を概略的に示している流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
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　本発明は、そのいくつかの実施形態においては、診断検査のために結腸または他の体腔
から排泄物を取り除く方法に関し、より詳細には、これに限定されないが、洗浄中および
／または検査中に結腸をつぶれていない状態に維持することに関する。
【００６１】
　概要
　本発明のいくつかの実施形態の広い態様は、排泄物を排出するための動作の間、大腸に
おいて膨らんだ状態を維持することに関する。
【００６２】
　本発明のいくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態をより良好に管理するた
めに、結腸洗浄システムに、自動的に動作する送気サブシステムが設けられている。
【００６３】
　いくつかの実施形態においては、本結腸洗浄システムの動作は、結腸の中への物質の流
動と、結腸の外への物質の流動とを伴う。いくつかの実施形態においては、結腸洗浄シス
テムの潅注導管および／または排出導管の挿入距離に対応する距離において、結腸に流体
（液体および／またはガス）を導入する、および／または、結腸から液体、ガス、および
／または固体を排出する。所望により、挿入距離は、結腸の少なくとも５０％、７５％、
または実質的に全長まで（例えば大腸の盲腸に達する）である、および／または、少なく
とも１メートル、１．２メートル、１．４メートル、または１．６メートルまでである。
排泄物を破砕する、緩くする、浮遊させる、および／または溶解させるために、潅注流体
を導入する。潅注流体および排泄物は、排泄導管の管腔を通じて排出される。洗浄は、い
くつかの実施形態においては、（結腸壁における癌性腫瘍および／または前癌性腫瘍など
の病変について結腸を検査するために使用される）大腸内視鏡を通じた観察と一緒に実行
する。
【００６４】
　（結腸洗浄システムを使用する、または使用しない）大腸内視鏡検査は、一般に、結腸
を膨らませるステップを伴う。一般的な大腸内視鏡検査の過程では、処置の一部として、
（送気される）ガスで結腸を膨らませる。ガスで膨らませることによって、結腸が開いた
状態に保持され、大腸内視鏡のプローブの移動を支援する、および／または、腸壁の明瞭
な視界を提供することが可能である。逆に、つぶれた結腸では、処置における潜在的な危
険が生じ、前進または後退する大腸内視鏡のプローブが、損傷（例：穿孔）を引き起こす
のに十分な力で、つぶれた狭窄部の組織を押す、および／または引張る。さらに、たとえ
適切なタイミングでつぶれに気付いても、再び膨らませている間、待機する期間が生じう
る、および／または、主たる処置に対する集中力が途切れることがある。過度に膨らませ
ることも、潜在的な危険である。
【００６５】
　結腸洗浄システムを使用している間の結腸が膨らんだ状態は、洗浄システム自体の動作
に起因する影響を含めて、潜在的ないくつかの動的な影響を受ける。結腸から送気ガスが
漏れることがある、および／または、結腸の区画（例えば、上行結腸、横行結腸、および
／または下行結腸の間でのガスの通過を制限する締め付け部（pinching）によって形成さ
れる区画）の間で送気圧力が伝わることがある。潅注流体（液体および／またはガスを含
む）は、腸をさらに膨らませる働きをする。排出は、腸を収縮させる傾向にある。腸内洗
浄システムを使用することにより、標準的な大腸内視鏡検査時の物質の流動と比較して、
結腸の中への物質の流動と、結腸の外への物質の流動が大幅に増大する可能性があり、こ
れら２つの安全な均衡を達成することの難しさが増す可能性がある。例えば、排出は、一
般には流体および固体の除去を目的とするが、（例えば吸込口が潅注流体に完全に浸って
いないときに）膨らませるために供給される体積の一部であるガスも取り出されうる。
【００６６】
　所望により、不均衡を是正するために、不均衡を是正するための送気ガスを間隔をおい
て手動で供給するが、手動で供給するためには、結腸の膨らんだ状態に関する判定を行う
必要が生じうる。少なくとも２つの側面において誤りの危険がある。排出（および／また
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は（例えば肛門を介しての）ガスの漏れ）の速度が、潅注物質および／または送気物質の
導入を上回っていると、膨らみ不足および結腸のつぶれにつながりうる。これに対して、
潅注および／または送気の供給に対して排出速度が遅れると、過度な膨らみが生じる可能
性があり、断裂または他の危険な状況のリスクが高まる。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施形態の一態様は、排出および／または潅注と同時に、腸に送気
することに関する。
【００６８】
　いくつかの実施形態においては、本洗浄システムのプローブに、結腸の送気専用の導管
が設けられている。所望により、いくつかの実施形態においては、（必要に応じてガスと
液体の間で切り替えられる）１本の導管によって、送気および潅注が実行されるが、送気
および潅注それぞれのための専用の供給導管を設けることが有利となり得る。特に、これ
により、２本の導管を特化することが可能になり、これにより、例えば、潅注は、いくつ
かの実施形態においては、特殊な、および／または、特定の目的の吐出口を通過する流体
のジェットを使用して有利に実行することができる。さらには、排出中に送気および潅注
の両方が行われることは潜在的に有利であり、いくつかの実施形態においては、送気体積
が、排出される体積に置き換わるように供給され、同時の潅注によっては再び供給される
ことはない。
【００６９】
　いくつかの実施形態においては、送気管の供給口は、排出および／または潅注のための
遠位開口部に長手方向において近くに（例えば、長手方向に１ｃｍ以内、５ｃｍ以内、１
０ｃｍ以内、２０ｃｍ以内、またはこれらより大きい、小さい、もしくは中間の距離以内
に）位置している。これにより、観察中の区画内で、加えられる体積と除去される体積の
均衡を確保することが支援されうる。いくつかの実施形態においては、さらに供給口は、
結腸内の圧力を感知するように構成されている圧力センサーの近くに配置されている。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態の一態様は、センサーを使用して、結腸の膨らみの状態を
判定することに関する。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態の程度を判定するために
、遠隔感知が使用される。所望により、膨らみの状態は、結腸にさらに送気するかを決定
するための基準として使用される。いくつかの実施形態においては、この決定は自動的で
ある。
【００７２】
　いくつかの実施形態においては、遠隔感知は、圧力の感知（例えば、潅注物質および／
または送気物質が供給される位置における結腸内の圧力の感知）を含む。所望により、本
システムは、感知される圧力設定点または圧力設定範囲を維持するように構成されている
。
【００７３】
　いくつかの実施形態においては、遠隔感知は、別の感知手段（例えば撮影）を含む。い
くつかの実施形態においては、送気の決定の基準として使用される感知は、物質の流動に
関する直接的な情報（例えば、圧力および／または物質の送気供給、潅注供給、および／
または排出供給の命令された動作に関するデータ）を含む。いくつかの実施形態において
は、システムを通過する物質の速度が感知され、結腸の膨らみの状態に関する判定に使用
する。
【００７４】
　いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態を判定するために、複数の情報源
を使用する。例えば、洗浄システムは、洗浄システムから吸引するように命令された物質
の体積に実質的に等しい量だけの送気ガスおよび／または潅注流体の供給を（例えば、校
正（calibrated）によって、および／または、感知および／または命令された物質の移動



(14) JP 2020-513965 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

の均衡化によって）行うように構成されている。この校正によって、（例えば、結腸内の
物質の漏れ、圧縮、移動に起因する、および／または潅注に起因する）維持されるべき定
常状態からの逸脱は、所望により、圧力を感知し、変化が補正されるように送気ガス、送
気流体、および／または吸引圧力を供給することによって、修正される。
【００７５】
　いくつかの実施形態においては、所望により圧力の感知に加えて、結腸内の他の物質と
比較したガスの相対的量を、センサーによって感知する、および／または、感知に基づい
てコントローラーによって求める。いくつかの実施形態においては、排出される液体およ
びガスの相対的な体積を感知するために、排出流路を通じて排出される物質が監視する。
感知は、例えば、排出される液体（所望により、液体に浮遊している固体を含む）の重量
および／または体積を、排出される流体（ガス、液体、および固体）の総体積と比較する
ステップを含むことができる。いくつかの実施形態においては、（例えば１つまたは複数
の潅注流路および／または送気流路による）結腸への液体および／またはガスの供給は、
コントローラーの制御下で供給するように命令される物質の量（例：重量および／または
体積）を感知することによって、および／または記録された量に基づいて、監視する。本
発明のいくつかの実施形態の一態様は、結腸の膨らみの状態を、感知されたデータに基づ
いて、および／または、感知されたデータに基づく膨らみの状態の自動的な判定に基づい
て、自動的に調整することに関する。
【００７６】
　いくつかの実施形態においては、コントローラーは、１回または複数回の圧力供給およ
び／または物質供給の動作パラメータを、膨らみの状態の判定に基づいて命令する。所望
により、送気する決定は、ガスの供給速度および／または供給量を決定するステップを含
む。いくつかの実施形態においては、動作パラメータは、圧力センサーの予測される測定
値を変化させるように調整る。いくつかの実施形態においては、結腸を膨らますための目
標圧力範囲は、大気圧より５ｍｂａｒ～４０ｍｂａｒ高い範囲内である。いくつかの実施
形態においては、好ましい目標圧力は、単一の圧力、および／または狭い圧力範囲に設定
され、例えば、５ｍｂａｒ、１０ｍｂａｒ、１５ｍｂａｒ、または２０ｍｂａｒ、または
別のより大きい、より小さい、または中間の圧力であり、目標圧力を中心とする±１ｍｂ
ａｒ、±２ｍｂａｒ、±５ｍｂａｒ、±８ｍｂａｒの許容差、または別のより大きい、よ
り小さい、または中間の許容差値を伴う。いくつかの実施形態においては、目標圧力より
高い許容差が、目標圧力より小さい許容差よりも大きい、または小さい。
【００７７】
　いくつかの実施形態においては、膨らみ圧力は、この圧力が目標圧力より低下したとき
に、例えば、送気速度を増大させることによって、および／または、排出速度を減少させ
ることによって、能動的に調整する。いくつかの実施形態においては、目標圧力より高い
圧力は、特に、安全性に関して目標圧力を大きく上回っていない場合、迅速に配慮するこ
となく扱われ、例えば、自然に低下させる、および／または、進行中の排出動作の関数と
して低下させることができる。このことは、例えば、送気供給のオン／オフサイクルの反
復を減少させるうえで潜在的に有利である。いくつかの実施形態においては、進行中の排
出動作は、排出が通常に起動されるときに調整される。例えば、排出命令がシステムに発
行されるとき、排出命令は、所望によりコントローラー、およびユーザによって開始され
る命令の一方または両方によって、吸引力および／または動作時間の長さにおいて調整す
る。いくつかの実施形態においては、目標圧力より高い圧力は、能動的に低減させる。例
えば、圧力を低下させるように自動的に排出を起動する、および／または、排出圧力差（
吸引力）の大きさ、および／または、排出圧力差が有効である時間長を増大させるなどに
よって、排出される物質の量が増えるように排出を修正する。いくつかの実施形態におい
ては、目標圧力を回復するための措置は段階化されており、例えば、圧力が目標圧力から
離れているほど、処置を強く実施する。
【００７８】
　いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみを維持するために供給する物質は、ガス
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、液体、および／または、これら２つの混合物、となるように選択し、物質の割合は、結
腸のつぶれていない安全な膨らみの状態を維持する一方で、結腸内の液体のレベルを、例
えば、液体によって完全に充填されたレベルの少なくとも５％、１０％、１５％、２０％
、または２５％（体積百分率）（残りの体積はガスで満たされた状態）に維持するように
選択する。これに加えて、またはこれに代えて、いくつかの実施形態においては、結腸が
液体によっていっぱいになることを回避するために、（ガス送気を優先させて）流体の潅
注を所望により制限する。例えば、結腸内の液体のレベルを、液体によって完全に充填さ
れたレベルの１０％、１５％、２０％、２５％、または３０％（体積百分率）未満（であ
り、残りの体積はガスで満たされた状態）となるように低減させる。いくつかの実施形態
においては、目標の液体充填範囲は、完全充填レベルの５％～２０％、１０％～３０％、
５％～３５％、または別の充填範囲である。いくつかの実施形態においては、結腸の膨ら
みの目標の状態と、膨らんだ結腸内の相対的な液体および／またはガスの目標の状態とを
形成および／または維持するために、どのような割合の液体およびガスを潅注および／ま
たは送気によって供給するべきかを決定する目的で、感知される圧力測定値を、結腸内へ
の、および／または、結腸外への、感知および／または監視される物質の移動と一緒に使
用する。
【００７９】
　本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、必ずしもその用
途が、以下の記載に示す、および／または図面で例示する、構成の詳細および要素の配置
および／または方法に限定されるものではないことを理解するべきである。本発明は、他
の実施形態が可能であり、また、さまざまな手段で実施または実行することが可能である
。
【００８０】
　送気する結腸洗浄システム
　次に図１Ａを参照する。図１Ａは、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、つぶ
れていない結腸の状態を自動的に維持するための送気装置を備えた結腸洗浄システムの概
略図である。さらに図１Ｂも参照する。図１Ｂは、本発明のいくつかの例示的な実施形態
に係る、つぶれていない結腸の状態を自動的に維持するための送気装置を備えた結腸洗浄
システムと、取り付けられている大腸内視鏡との概略図である。さらに図２を参照する。
図２は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、つぶれていない結腸の状態を自動
的に維持するための送気装置と、個別の潅注サブシステムとを備えた結腸洗浄システムの
概略図である。
【００８１】
　本発明のいくつかの実施形態においては、結腸洗浄システムに設けられている送気サブ
システムは、結腸の送気をより良好に管理するように構成されている。
【００８２】
　本発明のいくつかの実施形態においては、結腸洗浄システム１００は、プローブ１０１
を備えており、プローブ１０１は、肛門から挿入して大腸１の遠位端部（内部的に最も深
い場所（例：盲腸））に達するような大きさを有し、かつそのように構成されている。プ
ローブ１０１は、いくつかの実施形態においては、プローブ１０１の遠位端部１０１Ａに
おける開口部まで延びているガス圧力供給管（送気管）１０２を含む。いくつかの実施形
態においては、洗浄システム１００は、送気管１０２を通じて送気ガスを供給するように
構成されているガス源１０４（例：ポンプで送られるガス、タンクからの圧縮ガス、およ
び／または、壁のガス栓からなど設備によって供給されるガス）を備えている。いくつか
の実施形態においては、ガス源１０４によって移動される物質は、ＣＯ２、空気、または
別のガスを含む。所望により、ガス源１０４は、ペリスタルティックポンプ（peristalti
c pump）および／またはバルブを備えている。
【００８３】
　いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システム１００は、プローブ１０１の遠位端
部１０１Ａまで延びており、かつ他方の端部において洗浄システムのベースステーション
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（base station）１６０に取り付けられている排出導管１０６、を備えている。排出圧力
源１０８は、排出導管１０６に吸引力を印加するように構成されており、したがってプロ
ーブ１０１の遠位端部１０１Ａ付近の結腸１の中の物質が排出導管１０６を通じて排出さ
れる。排出圧力源１０８は、例えば、ポンプ、および／または、壁の接続口を通じて取り
付けられている真空源、を備えている。
【００８４】
　いくつかの実施形態においては、圧力源１０８は、ペリスタルティックポンプなどの容
積式ポンプ、または他の容積式ポンプ設計（例：回転容積式ポンプまたは往復容積式ポン
プ）を備えている。排出が進むにつれて、プローブ１０１の遠位端部１０１Ａにおける吸
込口は、異なるタイミングにおいて、完全に液体に浸されている、完全にガスにさらされ
ている、および／または、液体／ガスの存在比率の任意の中間段階に位置しうる。吸込口
が、例えば組織および／または固体排泄物によって部分的に詰まることもある。圧力源１
０８が、遠位端部１０１Ａとベースステーション１６０との間に実質的に一定の圧力差を
かけることによって動作する場合（例：壁の真空吸込接続口から吸引する場合）、吸込口
の液体／ガスの相対的な存在比率が変化するときに、単位時間あたりの排出体積における
大きな体積変動が生じることがある。これは、例えば、液体／ガスの粘性の差および／ま
たは質量の差に起因しうる。
【００８５】
　これに対して容積式ポンプは、動作サイクルの関数として実質的に一定体積量を移動さ
せるように動作する。ポンプのサイクルあたり排出元において実質的に取り出される物質
の体積は、液体物質とガス物質とでいくらか異なることがあるが（例えばこれらの物質の
圧縮性の差による）、異なる粘性の物質に関しては、排出元から定圧源によって取り出さ
れる体積より安定であり得る。
【００８６】
　特に容積式ポンプを使用する潜在的な利点は、コントローラーの命令と排出結果との間
の一貫性の高い関係を維持するのを支援することである。このような関係は、いくつかの
実施形態においては、圧力に対する、命令されるポンプ動作の影響をより正確に予測する
（これにより動作速度の変動および／または圧力の不足／超過が減少する可能性がある）
ために、コントローラー１３０によって使用される。さらに、排出される体積が、（例え
ば、運ばれる物質の粘性の変化に起因して）突然に変動すると、対応する圧力の変動がも
たらされ、このような排出体積の変動は、他の原因（例：漏れ）と区別するのが難しいこ
とがある。容積式ポンプを使用する場合、体積の除去による、結腸内圧力の測定値に対す
る影響を、例えばポンプのサイクルと除去される体積との間の実質的に線形の関係を想定
することによって、容易に補正することができる。起こる可能性のある結腸のつぶれ（結
果として多くの特定の制御を伴う）の回数および／またはリスクが減少することにより、
処置の所要時間も短縮することが可能である。この短縮の理由として、例えば、つぶれの
実際の発生が減少すること、および／または、結腸内の目標圧力の超過および／または不
足を回避するために必要な細心の注意（例えば、目標圧力範囲における、より小さい「緩
衝域」、および／または、より大きい許容可能な圧力変化速度）が減少すること、が挙げ
られる。
【００８７】
　所望により、排出された物質は、排泄物受入容器１１０の中に蓄積される。本発明のい
くつかの実施形態においては、専用の潅注導管２０２が設けられており、潅注導管２０２
には、潅注源２０４からガス、液体、および／またはこれらの混合物を供給する。
【００８８】
　解説を明瞭にするため、本明細書における説明は、一般的に、個別の構造によって実行
される送気、排出、および潅注の機能に関する。各機能用に個別の構造を設けることによ
って、各機能を同時に実行できるという潜在的な利点が得られる。別の潜在的な利点は、
後から説明するように、各構造における機能上の特化の程度を大きくできることである。
しかしながら、いくつかの実施形態においては、複数の機能が組み合わされる、および／
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または、複数の機能が複数の構造（例えば導管および／または圧力源）の間で共有される
ことを理解されたい。例えば、いくつかの実施形態においては、潅注導管２０２の役割と
送気導管１０２の役割が、１本の送気／潅注導管１０２によって実行され、所与のタイミ
ングにおいて実行される役割の決定は、ガス、液体、および／またはガスと液体の混合物
、を選択するステップを含む。所望により、ガスと液体の混合物は、指定される比率にあ
る。いくつかの実施形態においては、送気の役割と潅注の役割が、２本以上の供給導管１
０２，２０２の間で、交互に、および／または同時に、共有される。これに加えて、また
はこれに代えて、排出導管１０６に取り付けられている圧力源１０８は、所望により、潅
注および／または送気の役割を実行する目的で、液体および／またはガス用の供給導管を
備えるために両方向性（reversible）である。このように組み合わせる結果として、結腸
洗浄システムの複雑さおよび／またはサイズを低減することが可能である。
【００８９】
　逆に、構造上の特化の程度を高める恩恵を考えると、洗浄装置の送気サブシステムおよ
び潅注サブシステムおよび／または排出サブシステムの間には、所望により違いが存在し
、これらの違いにより、これらのサブシステムは、互いに交換可能に動作させるにはあま
り適さない可能性がある。
【００９０】
　潅注源（例えば、液体および／またはガスの供給源、導管、および／または導入口）は
、いくつかの実施形態においては、洗浄動作の特定の要件を満たすように構成されている
。例えば潅注出口は、いくつかの実施形態においては、洗浄を支援するためにジェットを
形成する、および／または導くように構成されている１つまたは複数の孔を備えている。
潅注出口は、いくつかの実施形態においては、液体において、および／または、液体とガ
スの混合物において機能するように構成されている。いくつかの実施形態においては、液
体／ガスの混合物は、その洗浄特性（例えば排泄物にエネルギーを伝えて破砕する）にお
いて選択される。このような特化によって、導管を送気用の導管として使用することが妨
げられる可能性があり、なぜなら体積の導入速度が制限される、ノズル速度が増大する、
および／または、送気口の特定の配置が強制されることによる。潅注導管が必要に応じて
純粋なガス混合物を導入できるように修正すると、圧力源における複雑さが増す可能性が
ある。
【００９１】
　いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システムの動作モードは、（結腸が安全に膨
らんだままである間に）結腸（所望により、結腸の特定の部分、例えば盲腸、結腸の上行
部分、横行部分、および／または下行部分、Ｓ状結腸、および／または直腸）に、液体を
目標の範囲内で充填する動作を含む。所望により、目標範囲は、例えば、少なくとも５％
、１０％、１５％、２５％、３０％、または別の液体充填割合レベル（例：体積百分率）
に対応する。これに加えて、またはこれに代えて、結腸の液体充填の目標範囲は、例えば
、１０％未満、１５％未満、２５％未満、３０％未満、３５％未満、または別の液体充填
割合レベル未満（例：体積百分率）である。
【００９２】
　排出導管は、いくつかの実施形態においては、固体排泄物および／または液体排泄物を
、過度に詰まることなく迅速に排出する目的で、比較的大きい直径の管を備えている。し
たがって、排出導管の長さおよび直径は、実質的な「デッドボリューム」を備えており、
デッドボリュームが最初に除去されるまでは排出導管がガスの送気に使用されることが妨
げられる。これにより、排出導管は、主送気源としては不都合となる可能性があり、なぜ
なら、このような管を通じて同時に排出および送気することができないことに加えて、排
出機能と送気機能を切り替えるための遅延が本質的に存在するためである。
【００９３】
　本発明のいくつかの実施形態においては、プローブ１０１の、結腸に挿入される領域に
、圧力センサー１２０が設けられている。いくつかの実施形態においては、圧力センサー
１２０は、プローブの遠位端部１０１Ａに設けられている。圧力センサー１２０は、例え
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ばプローブの外側に配置されることによって、プローブの外側の圧力の変化を感知するよ
うに構成されている。測定された圧力は、いくつかの実施形態においては、結腸の現在の
送気状態を判定するのに使用される。本発明者らは、大気圧より約５ｍｂａｒ高い膨らみ
圧力が、内視鏡の移動を妨げない膨らみの状態を維持するのに一般には十分であることを
見出した。所望の膨らみ圧力の上側範囲は、約４０ｍｂａｒである。センサーは、少なく
ともこの範囲内の圧力を測定するように構成されていることが有利である。本明細書にお
いては、供給される圧力は、特に明記しない限り、大気圧に対して表されるゲージ圧力で
ある。
【００９４】
　これに加えて、またはこれに代えて、いくつかの実施形態においては、圧力センサー１
２０は、プローブ１０１に沿った１つまたは複数の別の位置に設けられている。例えば、
圧力センサー１２０は、プローブの長さに沿って、約１００ｃｍごと、約５０ｃｍごと、
約２０ｃｍごと、または別のより大きい、より小さい、または中間の間隔で、および／ま
たは、不規則な間隔で、設けられている。いくつかの実施形態においては、プローブ１０
１の遠位端部１０１Ａ付近のセンサーは、送気、排出、および／または潅注を直接受ける
結腸の区画に配置される。いくつかの実施形態においては、より近位のセンサーが、別の
圧力（例えば結腸のより近位の区画内の圧力）を感知することが可能である。潜在的に結
腸は、例えば、蠕動による、および／または結腸の通常の形状による、腸の長さに沿った
狭窄部に起因して、異なる圧力を受ける区画に分割される。例えば、下行結腸、横行結腸
、および／または上行結腸は、左結腸曲および／または右結腸曲における狭窄部によって
少なくとも断続的に分かれている区画を潜在的に備えている。いくつかの実施形態におい
ては、結腸の長さに沿って分散されている圧力センサーが、結腸全体にわたる送気ガスの
分布に関する情報を提供する。いくつかの実施形態においては、複数の異なる位置におけ
る圧力センサーによって、一時的なセンサー測定値、および／または、誤ったセンサー測
定値（例えば壁との接触、および／またはセンサーの故障に起因する）を区別して排除す
ることが可能になる。
【００９５】
　いくつかの実施形態においては、ガス源１０４においてリザーバ一定圧力（reservoir 
constant pressure）を発生させ、送気管１０２を通じて結腸に放出される。これによっ
て提供される潜在的な利点として、感知を身体の外側に含めることが可能である。しかし
ながら、感知が間接的であることと、詰まる可能性がある、および／または汚れた環境か
らの逆流の可能性があることから、結腸自体の管腔内にセンサー１２０を配置することが
有利であり得る。
【００９６】
　本発明のいくつかの実施形態においては、コントローラー１３０が設けられており、コ
ントローラー１３０は、圧力センサー１２０および／または１つまたは複数の別のセンサ
ーから受信される情報に基づいて、圧力供給部１０８，１０４，２０４、および／または
、別の圧力供給部、および／または、弁、の動作を命令する。（例えば、３つまたはそれ
以上の（複数の）送気圧力および／または送気速度の間での、および所望により、実質的
に連続的に選択可能な送気圧力および／または送気速度の間での）可変制御を使用しない
場合、つぶれていない結腸を安全に維持する目的で、排出体積と潅注体積の速度を合致さ
せることが難しい可能性がある。このことの１つの理由は、いくつかの実施形態（例えば
一定圧力の排出を使用する実施形態）においては、例えば排出導管の吸込口が、液体中に
ある、ガス中にある、部分的に両方の中にある、および／または、部分的に詰まりうるこ
とである。排出速度は、各状態において異なり、例えば、液体においては遅い（例えば質
量および／または粘性が高いため）、および／または、ガスにおいては速い。したがって
、排出導管に印加される所与の吸引圧力において排出される体積に合致する単一の潅注速
度および／または送気速度が存在しないことがある。
【００９７】
　それにもかかわらず、いくつかの実施形態においては、導入される物質の命令および／
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または測定される体積と、排出される物質の命令および／または測定される体積との間の
およその校正によって、例えば結腸内の状態の直接的な感知からのフィードバックなしで
、少なくとも部分的な制御が可能である。いくつかの実施形態においては、物質を移動さ
せるために容積式ポンプが使用され、これにより、このような校正を適用するときの精度
を高めることが可能である。所望により、およその校正における誤差を補正するために、
結腸内の感知を使用する。
【００９８】
　いくつかの実施形態においては、感知するステップは、圧力供給部１０８自体の動作特
性を感知するステップを含む。特に、排出負荷の変化に応じて、ポンプ（例：容積式ポン
プ）の動作速度（例：ポンプのサイクル／秒）および／または電力消費量（例：電気消費
量）が変化することがあり、この変化が（例えばセンサー１０８Ａによって）感知されて
コントローラー１３０に提供される。
【００９９】
　いくつかの実施形態においては、（例えば負荷の増大／減少による）容積式ポンプの速
度の変化を、（例えばセンサー１０８Ａとしてのエンコーダの使用によって、または別の
測定方法によって）測定する。所望により、現在の条件下で取り出されている物質の体積
の推定を修正するために、コントローラー１３０によって測定結果を使用する。所望によ
り、感知された速度の変化を、関連付けられるガス／流体の相対的な比率に校正する。い
くつかの実施形態においては、どのくらいの量のガスおよびどのくらいの量の流体が排出
されたかを、ポンプの速度に基づいて推定するために、コントローラー１３０によってこ
の校正を使用する。所望により、コントローラーは、ガス送気の供給と液体潅注の供給と
の間の比率を、これらの排出の測定された比率に基づいて選択する。
【０１００】
　ポンプの速度に加えて、またはポンプの速度に代えて、ポンプの電力消費量を測定する
。例えば、いくつかの実施形態においては、ポンプの電力消費量を測定するためのセンサ
ー１０８Ａとして、電流計を使用する。ポンプの速度に関して説明したように（かつ必要
に応じて変更して）、ガス／液体の合計排出体積および／または相対的な排出体積を推定
するために、所望により電力消費量の測定値を使用する。
【０１０１】
　次に図７を参照する。図７は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、センサー
付きポンプ動作を使用して詰まりを検出する方法を概略的に示している流れ図である。ブ
ロック７０２において、ポンプ（所望により容積式ポンプ）を備えた圧力源１０８を動作
させる。ブロック７０４において、例えばセンサー１０８Ａを使用して、ポンプの動作を
感知する。
【０１０２】
　ブロック７０６において、いくつかの実施形態においては、センサー付きポンプの動作
の特性が、排出管腔の詰まりの可能性を示しているかを判定する。本発明のいくつかの実
施形態においては、１つまたは複数の基準を満たす、ポンプ動作の速度低下／電力消費量
の増大を含む変化は、排出管腔の詰まりを示すものと解釈される。所望により、これらの
基準は、（例：低下した速度および／または増大した電力消費量の）しきい値を超えるこ
とを含む。所望により、しきい値は、現在の推定される液体／ガス排出比率などの動作条
件に基づいて調整する。
【０１０３】
　所望により、詰まりが感知された場合、ブロック７０８において、修正措置をとる。い
くつかの実施形態においては、修正措置は、コントローラー１３０が、排出される物質の
体積の推定値を低減することを含む。所望により、この低減された推定値は、置き換えら
れる送気ガスおよび／または潅注流体の供給に影響を及ぼす。いくつかの実施形態におい
ては、感知された詰まりは、その詰まりを除去するための措置のトリガーである。例えば
、コントローラー１３０は、（例：排出管腔の吸込口を詰まらせているかもしれない組織
を解放するために）ポンプの速度を落とす、および／または停止させる。所望により、コ
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ントローラー１３０は、（例えば管腔内の詰まりの除去を試みるために）ポンプの方向を
逆にする、および／または、陽圧源に切り替える。
【０１０４】
　図１Ａおよび図１Ｂに関して説明を続ける。本発明のいくつかの実施形態においては、
操作者が作動させる制御部１３２（例えばフットペダル）が設けられている。操作者制御
部１３２は、所望により、排出、潅注、および／または送気を起動するために使用され、
これらの動作の詳細はコントローラー１３０を通じて管理される。所望により、例えば、
さまざまな物質流動導管の独立した起動を可能にする、および／または、供給量もしくは
供給期間またはその両方のきめ細かい制御を可能にするために、制御部１３２にさらなる
制御部が設けられている。
【０１０５】
　結腸洗浄装置１００の一般的な使用形態は、大腸内視鏡のプローブ１５０および関連す
る光学ボックス（optical box）１５２を備えた大腸内視鏡と一緒に使用するものである
。本発明のいくつかの実施形態においては、大腸内視鏡のプローブ１５０および洗浄プロ
ーブ１０１は、一体のユニットとして提供される。いくつかの実施形態においては、洗浄
プローブ１０１は、使い捨て部分１７０を備えている。いくつかの実施形態においては、
使い捨て部分１７０は、使用時または使用時の少し前に、大腸内視鏡のプローブ１５０に
、および／または、大腸内視鏡のプローブ１５０の上に取り付けられ、大腸内視鏡のプロ
ーブ１５０と一緒に結腸に挿入される。
【０１０６】
　送気の監視および制御
　洗浄プローブ１０１の遠位端部１０１Ａにおける圧力は、つぶれていない結腸の状態を
フィードバック制御式に維持するための都合のよいパラメータを提供する。いくつかの実
施形態においては、コントローラーは、選択した圧力範囲（例えば５～４０ｍｂａｒの範
囲）を結腸内で維持するように機能する。いくつかの実施形態においては、目標とする圧
力範囲は、別の圧力範囲（例えば、５～１０ｍｂａｒ、５～２０ｍｂａｒ、３～２５ｍｂ
ａｒ、１０～３０ｍｂａｒ、７～４０ｍｂａｒ、または同じ、より高い、より低い、およ
び／または中間の上下限を有する別の圧力範囲）である。いくつかの実施形態においては
、範囲の最小圧力のみを能動的に調節する。いくつかの実施形態においては、目標とする
圧力範囲は可変である。所望により、目標とする圧力範囲の可変性は、例えば、独立して
観察される膨らみの状態、報告される不快感、特定の狭窄部を通過するために一時的に圧
力を高める必要性、または別の理由、に基づく。
【０１０７】
　いくつかの実施形態においては、２つ以上の目標範囲が同時に存在する、複数の上限お
よび／または下限が記述される、および／または、現在有効な送気／潅注／排出パラメー
タの選択が、測定される圧力の可変関数である。いくつかの実施形態においては、異なる
圧力に、コントローラー１３０によって起動する異なる動作を関連付ける（例えば、限界
値から離す、および／または限界値に近づけるために高い積極性で、または低い積極性で
物質を供給／除去する）。
【０１０８】
　つぶれを防止することに関して、いくつかの実施形態においては、膨らみ不足および結
果としてのつぶれを回避するために、例えば第１の下限（例えば５ｍｂａｒ）をハードリ
ミット（hard limit）として設定する。この限界より高く維持するための措置としては、
いくつかの実施形態においては、送気ガスの供給を増やす、および／または、洗浄システ
ムの別の動作に影響を及ぼす措置（排出を一時的に中断する、および／または、潅注供給
を増やすなど）が挙げられる。いくつかの実施形態においては、第２の限界（例えば２０
ｍｂａｒ）を目標ソフトリミットとして設定し、これより高いと送気が自動的に停止され
、これより低いと送気が開始される（ただしこの限界は、本質的には、超えてはならない
限界ではなく、例えば、しばらくしてから、圧力のさらなる変化の後、および／または別
のさらなる基準に従って、送気が開始または停止される）。目標ソフトリミットを設ける
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ことは、危険性および／またはつぶれの限界から安全に離れている目標圧力を提供するう
えで潜在的に有利である。いくつかの実施形態においては、特定の目標圧力限界に達した
時点で、この限界が範囲限界に置き換えられ、目標圧力から逸脱したときではなく、その
新しい（かつ、より広い）範囲限界から逸脱したときに、送気または別の修正措置が開始
される。これにより送気サブシステムの連続的な動作および／または動作のサイクルが回
避されて、他の動作への支障を減らすことが可能である。所望により、送気速度は、ソフ
トリミットとハードリミットの間、またはソフトリミットと別のソフトリミットの間で、
（１つまたは複数の段階において、および／または連続的に）増大し、これにより、つぶ
れに近い状況または膨らみ過ぎの状況に達することの回避を支援することが可能である。
【０１０９】
　膨らみ過ぎの防止に関して、いくつかの実施形態においては、上側圧力ハードリミット
を設定し（例えば４０ｍｂａｒ）、これより高いと、膨らみ過ぎによる損傷の可能性を防
止するためにコントローラー１３０によって積極的な措置を命令する。例えば、送気を阻
止する、排出をオンにする、および／または、潅注を阻止する。いくつかの実施形態にお
いては、超過圧力の排出口および／または弁（例えば送気導管１０２における排出口）が
設けられており、これにより、潜在的に危険なレベルの圧力が、（例えばベースステーシ
ョン１６０において、または結腸の外側の何らかの別の位置において）外部に放出される
。所望により、超過圧力が感知されると、結腸内の圧力を一様にするためのメカニズム（
例えば、結腸内の送気導管１０２の長さに沿った排出口を開くことによる）を作動する。
【０１１０】
　しかしながら、送気導管を通じての逆流を回避する潜在的な利点は、送気導管を動作不
能にしうる排泄物による汚染を回避することである。システムの完全な停止または部分的
な停止を必要とする圧力限界に近づくことを回避することは潜在的に有利である。いくつ
かの実施形態においては、少なくとも第２の上側範囲限界を設定し（例えば３０ｍｂａｒ
）、これより高いと、コントローラー１３０は、結腸内の体積および／または圧力が減少
する方向に排出／供給の正味流れを導くために、自身の制御下で圧力源１０８，１０４，
２０４を動作させる。例えば、排出動作を延長する、および／または、体積を取り出す速
度を高める。さらに、例えば、排出に付随する補正送気速度を、所望により送気が完全に
停止するポイントまで低減する。本発明のいくつかの実施形態においては、（例えば難し
い狭窄部を通過するのを支援するために）余分な送気を提供する命令は、無視する、およ
び／または、実質的に何らかの範囲限界の上まで縮小する。なお、応答（流速など）が段
階的となる制御可能な動作は、いくつかの実施形態においては、所望により、結腸の膨ら
みの状態の実質的に連続関数として、コントローラー１３０によって調節されることを理
解されたい。
【０１１１】
　追加または代替の膨らみの状態の監視および／または制御
　圧力センサー１２０は、結腸の膨らみの状態を測定するのに都合のよい装置であるが、
結腸の膨らみの状態を示す任意の測定装置が、コントローラー１３０への入力源となりう
ることを理解されたい。例えば、コントローラー１３０は、いくつかの実施形態において
は、結腸に導入される物質の体積、および／または、結腸から取り除かれる物質の体積、
を追跡し、これらの体積を、結腸の既知および／または予期される容積容量に関係付ける
。この関係付けは、例えば、容積に対して校正した圧力源を使用することによって実行す
ることができる。膨らみの状態を追跡するこの方法は、誤差が生じるが（例えば、結腸の
容量自体が、推定するのが難しく、容積は必ずしも結腸全体にわたり均一に分布していな
い、および／または、肛門から漏れる体積を追跡することが困難である）、この方法は、
単独で使用して結腸の状態の近似を提供することができ、または、より大きな安全性にお
いて、別の測定（圧力の測定など）の有用なチェックを提供することができる。いくつか
の実施形態においては、圧力における予測される変化は、導入される、および／または取
り除かれるように命令された体積、および／または測定された体積に基づいて、コントロ
ーラー１３０によって計算される。
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【０１１２】
　いくつかの実施形態においては、予測される圧力の変化と測定される圧力の変化との間
の関係によって、結腸の膨らみの状態に対する送気の影響を近似的に追跡することが可能
になる。例えば、予期しない圧力の降下は、肛門からの漏れ、および／または、腸の区画
の間の漏れ（例えば狭窄部および／または詰まりが突然に開くことによる）、を示してい
る可能性がある。これに加えて、またはこれに代えて、予期しない圧力の上昇および／ま
たは下降は、蠕動収縮および／または別の運動（被検者の向きが変わるなど）を示してい
る可能性がある。本発明のいくつかの実施形態においては、コントローラーによって命令
されていないこれらの事象（event）または別の事象の１つに関連する圧力の変化は、命
令される圧力変化とは別に扱う。例えば、いくつかの実施形態においては、命令されてい
ない圧力の上昇の大きさは、安全性の限界を超えることを回避するために必要である圧力
の安全性緩衝域の大きさ（例えばｍｂａｒ単位）を設定するための基準である。例えば、
４０ｍｂａｒの圧力を回避すべきである場合、圧力の１０ｍｂａｒの逸脱が観察されたら
、いくつかの実施形態においては、そのことは通常の動作圧力を３０ｍｂａｒ未満に維持
するべきであることを示す。いくつかの実施形態においては、命令されていない圧力変化
は、現在の結腸の膨らみの状態の不確定性の指標と解釈する。いくつかの実施形態におい
ては、例えば、圧力測定値の不確定性が約２ｍｂａｒであり、７ｍｂａｒの測定圧力が観
察される場合、５ｍｂａｒの目標最小圧力に達したとみなす。所望により、命令されない
逸脱の後、圧力状態が安定するまで、送気に影響を及ぼす動作を中断する、または規模を
縮小する。いくつかの実施形態においては、圧力と体積の関係における大幅な不一致、お
よび／または持続する不一致は、例えばシステムにおいてアラーム状態を作動させること
によって、故障の可能性の証拠として報告する。
【０１１３】
　いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態を示す別の感知手段が設けられる
。例えば、結腸洗浄装置の遠位端部１０１Ａの近傍における結腸の直径の情報を、（適切
に処理された）大腸内視鏡装置のカメラ視野によって、および／または、音響モニタリン
グ（例えば超音波による）によって、提供することが可能である。
【０１１４】
　本発明のいくつかの実施形態においては、操作者が、送気状態に影響を及ぼす入力を、
直接的に、および／または、間接的に提供する。いくつかの実施形態においては、例えば
、制御手段１３２はフットペダルを備えており、フットペダルは、押されたとき、排出を
開始する命令を伝える。所望により、結腸の適切な膨らみの状態を維持する目的で、フッ
トペダルの付帯的作用として送気をコントローラー１３０によって命令する。いくつかの
実施形態においては、例えば、障害（結腸の２つの部分の間の狭窄部など）の通過を支援
するために、直接命令して送気を増大させることのできる別の制御部（例えば第２のフッ
トペダルおよび／または別のスイッチ）を提供する。所望により、例えば、送気体積を減
らさずに、または減らして排出を行うことができるように、送気を手動で低減または停止
させるための制御部を提供する。
【０１１５】
　本発明のいくつかの実施形態においては、送気を自動的に維持するために使用するパラ
メータは、少なくとも一部が手動で調整可能である。所望により、例えば、通常の圧力よ
り高い圧力で結腸のつぶれが起こるときの状態を克服するために、送気圧力の下限を、操
作者によって上げることができる。この状況は、患者の姿勢を変えると結腸の上の別の内
臓の重量の圧力が変化し、したがって結腸が通常よりもつぶれやすくなる結果である可能
性がある。さらに所望により、例えば処置を受けている被検者の不快感の程度を軽減する
ために、送気圧力の上限を下げることができる。このような調整は、例えば、特定の圧力
限界の調整、および／または、別のパラメータ（送気速度、送気速度と圧力の関係、およ
び／または、送気に影響を及ぼす別のパラメータなど）の調整、および／または、洗浄シ
ステムの別の機能（排出および／または潅注など）に対する送気の調整である。
【０１１６】
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　例示的な膨張
　次に図３を参照する。図３は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗
浄および／または検査中に結腸の膨らみを維持する方法の概略的な流れ図である。
【０１１７】
　本発明のいくつかの実施形態においては、結腸の目標の膨らみの状態を自動的に得る、
および／または自動的に維持する方法を提供する。所望により、この方法は、潅注および
／または排出など結腸の洗浄動作（これらは腸の適切な膨らみの状態を維持することを妨
げる可能性がある）と並行して実行する。
【０１１８】
　図３のブロックの動作は、説明を目的として順に記載されているが、所望により、同時
に、および／または、使用する結腸洗浄システムによってサポートされる任意の合理的な
順序で、実行することを理解されたい。例えば、潅注、排出、および送気は、所望により
、同時に、および／または、任意の相対的なそれぞれの順序で、実行する。同様に、決定
ブロックは、別の措置ブロックおよび／または別の決定ブロックとは独立して決定可能で
ある限りは、所望により、同時に、および／または、任意の合理的な順序で、決定する。
【０１１９】
　ブロック３０２では、いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システムを備えた装置
に関連する動作が、膨らんだ腸において進行中である。所望により、結腸洗浄システムは
、例えば、図１Ａ～図２に示したような、および／または、これらの図に関連して説明し
たような、システムである。この装置は、所望により、大腸内視鏡を備えている。いくつ
かの実施形態においては、実行される動作は、大腸内視鏡検査手順に一般的な動作（例え
ば、大腸内視鏡を操作して結腸の遠位端部まで進める、および／または、大腸内視鏡を引
き抜いていく）を含む。所望により、動作は、病変について結腸を検査するステップを含
む。
【０１２０】
　ブロック３０４において、いくつかの実施形態においては、結腸を潅注するか否かの決
定を行う。潅注は、いくつかの実施形態においては、大腸内視鏡検査の動作中に結腸内で
遭遇する排泄物を破砕する、緩くする、浮遊させる、および／または溶解させる必要性に
基づいて決定する。潅注が実行されない場合、流れ図はブロック３０８に飛び、実行され
る場合にはブロック３０６に続く。
【０１２１】
　ブロック３０６において、いくつかの実施形態においては、潅注を実行する。潅注は、
いくつかの実施形態においては、結腸洗浄装置の潅注導管２０２を備えたプローブ１０１
から、および／または、大腸内視鏡のプローブ１５０から、結腸に流体を導入するステッ
プを含む。流体は、例えば、液体、ガス、または両方を含む。いくつかの実施形態におい
ては、潅注は、水や生理食塩水などの液体を結腸に流し込むステップを含む。いくつかの
実施形態においては、潅注は、ノズルの狭窄部によって与えられるジェット流動作を含む
。所望により、ジェットは、能動的および／または受動的に導かれて結腸内で遭遇する排
泄物に機械的エネルギーを与え、排泄物の破砕を支援することができる。
【０１２２】
　ブロック３０８において、いくつかの実施形態においては、結腸から物質を排出するか
否かの決定を行う。排出は、いくつかの実施形態においては、洗浄装置のプローブの遠位
端部付近の腸の近傍における潅注流体および／または排泄物の存在に基づいて、決定する
。いくつかの実施形態においては、潅注して排出する否かの決定は、結腸から取り除く必
要のある排泄物が存在するか否かを１回判定するステップを含む。いくつかの実施形態に
おいては、排出および／または潅注は、操作者からの命令によって（例えばフットペダル
または別の操作者制御部１３２を押すことによって）トリガーされる。排出が実行されな
い場合、流れ図はブロック３１２に飛び、実行される場合にはブロック３１０に続く。
【０１２３】
　ブロック３１０において、いくつかの実施形態においては、排出を実行する。本発明の



(24) JP 2020-513965 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

いくつかの実施形態においては、排出は、排出導管１０６に結合されている排出圧力源１
０８を起動するステップを含む。いくつかの実施形態においては、排出自体は、自動的に
監視および管理する一連の事象であり、詰まりなどの例外は、（例えば観察される圧力変
化によって）検出し、例えば、排出導管１０６に印加される圧力の調整によって対処する
。排出では、（主として）潅注流体および／または潅注流体に浮遊している排泄物の除去
と、（主として）結腸を膨らませるガスの除去とが、交代して行われる可能性がある。交
代は、例えば、結腸内の排出導管の吸込口が動く、および／または、排出される液体およ
び浮遊物質のレベルが変化する結果である。本発明のいくつかの実施形態においては、単
位時間あたり除去する体積は、（例えば詰まりを除去するために）自動的に命令される排
出速度の変化の関数として、および／または、排出されている物質（ガス、流体、および
／または固体）の質量および／または粘性の関数として、変わる。いくつかの実施形態に
おいては、排出の可変速度は、排出される体積の測定によって測定する。
【０１２４】
　ブロック３１２において、いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態を判定
する。いくつかの実施形態においては、判定は、１つまたは複数のセンサー１２０におい
て圧力を測定するステップを含む。いくつかの実施形態においては、膨らみの状態の判定
は、感知した圧力を、結腸に入る物質／結腸から取り出される物質の体積測定値に関係付
けるステップを含む。いくつかの実施形態においては、膨らみの状態の判定は、別の入力
（膨らんだ結腸の直径の測定など）を含む。
【０１２５】
　ブロック３１４において、いくつかの実施形態においては、結腸に送気するか否かの決
定を行う。所望により、この決定は、ブロック３１２において判定された結腸の膨らみの
状態に基づいて行う。測定圧力に基づいて膨らみの状態を判定するいくつかの実施形態に
おいては、送気の決定は、測定した圧力を１つまたは複数の目標圧力と比較するステップ
を含み、送気の決定は、現在測定された圧力が入る範囲の所定の動作に基づいて、動作を
選ぶステップを含む。例えば、送気は、１０ｍｂａｒ以下で、または別の目標圧力（例え
ば、５ｍｂａｒ、７ｍｂａｒ、９ｍｂａｒ、１２ｍｂａｒ、１５ｍｂａｒ、２０ｍｂａｒ
、または別のより高い、より低い、または中間の圧力）以下で、供給する。いくつかの実
施形態においては、送気の供給は、目標圧力が近づくにつれて徐々に少なくなり、したが
って極めて低い圧力（５ｍｂａｒより低い圧力など）で送気速度が最大であり、その一方
で、目標の膨らみ圧力に近い圧力では、送気速度は比較的遅い（例えば、漏れに対抗する
ために選択される膨らみの維持速度）、または送気しない。
【０１２６】
　いくつかの実施形態においては、膨らませるガスを追加する（か否かの）決定は、最近
のサンプリング履歴、体積の追加動作および／または除去動作に基づき予測する圧力、ま
たは別のさらなる入力など、追加的な情報に基づいて、現在の圧力測定値をフィルタリン
グするステップ、を含む。
【０１２７】
　所望により、送気の基準体積は、命令した物質排出体積に等しいかまたは近い値（所望
により、供給される潅注流体の体積を減じた値）から選択する。基準体積に対する誤差補
正信号として、実際の圧力変化の測定値を所望により使用する。
【０１２８】
　いくつかの実施形態においては、圧力変化が感知されてから補正が供給されるまでの間
、送気および／または吸引力の提供が一時的に途切れる可能性がある。例えば供給自体に
、例えばポンプの起動時間および／または供給ラインにおける流体容量に起因した遅延が
生じる可能性がある。これに加えて、またはこれに代えて、供給容量および／または吸引
容量は潜在的に限られている（例えば、導管の内径および／または最大圧力差は、必要量
に対して限られている）。所望により、（例えば送気ガスを供給するための）第１の流体
導管は、（例えば振盪（shaking）および／または不快感を低減するために）比較的一定
の速度で動作し、その一方で、（例えば潅注流体または吸引力を供給するための）第２の
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流体導管は、洗浄および／または除去の動作に必要な速度で動作する。このような設定は
、所望により、流体および／または圧力を一時的に非同期に供給できるように目標圧力範
囲を十分に広く設定することによって、満たす。
【０１２９】
　所望により、流体および／または吸引力の供給の速度を滑らかにできるように、および
／または、以降の状況の予測において、目標圧力範囲、および／または、供給と除去の均
衡を調整する。例えば、結腸の圧力を、安全な範囲の中央に維持するのではなく、さらな
る吸引力が印加される、および／または、漏れが生じるという予測のもとに、結腸の圧力
および／または結腸の目標圧力を、中央の圧力より数ｍｂａｒ（例えば１～１０ｍｂａｒ
）だけ高くする。例えば、潅注流路の動作の後、（例えば潅注流体を取り除く目的で）吸
引力を高める期間が発生することを予測することが可能である。所望により、例えば、吸
引期間の間、送気ガスのより滑らかな流れを提供できるように（圧力緩衝域を組み入れる
ことで開始および停止を繰り返す必要性を回避することが可能である）、送気の基本速度
をただちに増大させる（それをトリガーするための圧力低下あり、またはなし）。所望に
より、圧力漏れの速度の変化を検出し、以降の漏れ速度を（例えば線形外挿によって）外
挿する。所望により、送気ガスは、以降に高く調整する必要が生じるという予測のもとに
、圧力を維持するための現在の要件よりも高く調整する。
【０１３０】
　所望により、（例えば潅注流体の）命令された供給の前に、供給時に、および／または
供給中に、より低い圧力目標を設定し、これにより、圧力が増大する一般的な傾向を吸収
するためのより大きい圧力範囲を確保することができる。
【０１３１】
　図５および図６には、膨らみの状態に関連する措置の決定が、さらなる考慮事項（送気
圧力を能動的に低下させるステップ、および／または、膨らみの状態の目標範囲を修正す
るステップ、を含む）を備えた実施形態の特徴を説明してある。
【０１３２】
　いくつかの実施形態においては、操作者の命令が、送気のトリガー事象である。
【０１３３】
　送気を行う場合、流れ図はブロック３１６に続く。そうでない場合、流れ図はブロック
３１８に分岐する。
【０１３４】
　ブロック３１６において、いくつかの実施形態においては、ブロック３１４において行
われる決定に従って、腸の中にポンプでガスを注入する。所望により、ガス流入速度は、
例えば、１０～１００ｍｌ／分、３０～２００ｍｌ／分、５０～１０００ｍｌ／分、また
は同じ、中間、より高い、および／またはより低い限界値を有する別の流量範囲である。
所望により、別の決定の前に送気が行われる期間は、数ミリ秒から数秒（例えば、１０ミ
リ秒、１０秒、または別のより大きい、より小さい、または中間の期間）であるようにプ
リセットする。いくつかの実施形態においては、送気の速度は、目標圧力または目標圧力
範囲からの距離の関数である。例えば、結腸の膨らみの状態がつぶれ点に近いときには比
較的高い速度で供給され、圧力が高いほど低い速度（所望により、徐々に、および／また
は段階的に低下する速度）で供給され、圧力の目標に達している場合、送気は提供しない
。
【０１３５】
　ブロック３１８において、いくつかの実施形態においては、膨らんだ腸において動作を
続行する場合、流れ図はブロック３０２に戻る。そうでない場合、流れ図は終了する。
【０１３６】
　次に図４を参照する。図４は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗
浄および／または検査中に結腸の膨らみの状態を変化させる可能性のある原因の概略図で
ある。
【０１３７】
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　結腸の洗浄中に結腸のつぶれを防止するための理想的なシナリオにおいては、結腸１の
膨らみの状態を、１つの膨らんだ室２Ｂと考えることができ、プローブ１０１の遠位端部
１０１Ａに位置する圧力測定装置１２０でサンプリングする。この膨らみの状態の変化は
、洗浄システムのプローブ１０１の遠位端部１０１Ａ付近の領域４０１に物質を導入する
、および／または領域４０１から物質を除去することによって、生じる。例えば、排出４
０４では、流体、固体、および／またはガス４３４の体積を除去することによって、結腸
内の圧力を低下する。潅注（所望によりジェット流４０８または液体注入４０６）では、
液体および／またはガス４３２，４３０の体積が加わる。膨らみを維持するために必要な
圧力の均衡は、ガス４３６の送気４０２によって必要に応じてもたらされる。
【０１３８】
　いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみの状態に影響を及ぼすさらなる要因を考
慮する。例えば、結腸は、腸の長さに沿った、閉じているかまたは比較的閉じている狭窄
部６によって、２つ以上の個別の圧力区画２Ａ、２Ｂ、２Ｃに分割されうる。センサー１
２０は、一般的には、物質の移動先および移動元の区画と同じ区画を感知するので、いく
つかの実施形態においては、他の区画の状態を無視して差し支えない。しかしながら、他
の区画は圧力の吸収側および／または蓄積側としての役割を果たす可能性があり、例えば
区画間の漏れ４１０に起因する圧力の変化を発生させうる。肛門４からの物質の漏れによ
って、肛門漏れ４１２も発生することがある。いくつかの実施形態においては、結腸の膨
らみの状態の追跡は、結腸に導入される物質の体積の正味変化を結腸の圧力に関係付ける
ステップを含む。これにより、より一定の膨らみの状態を維持するために、圧力の変化を
予測することが可能になりうる。例えば、予測に対する圧力の突然の低下は、暗黙的に漏
れを示す。いくつかの実施形態においては、たとえ圧力自体が、結腸の圧力の純粋な入力
／出力モデルに基づいてまだ膨らます必要がない十分に高いレベルのままであっても、漏
れに迅速に対抗するために、送気速度を増大する。
【０１３９】
　いくつかの実施形態においては、洗浄システムを通じた物質の流動以外の、圧力を高め
る事象を考慮する。これらの事象としては、例えば、かかる圧力４１６（結腸の上の内臓
の移動重量による圧力４５０など）、および／または、結腸自体の筋収縮４５２に起因す
る蠕動圧力４１４、が挙げられる。本発明のいくつかの実施形態においては、コントロー
ラー１３０は、圧力の増大を補正するための措置を講じるのではなく、洗浄システムを通
じた物質の流動によって説明されない圧力の増大を、無視するべき一時的変化として扱う
ように構成されている。しかしながら、これに加えて、またはこれに代えて、そのような
一時的変化の繰り返しによって、不快な、および／または危険な圧力に達する可能性が低
いように、一時的変化の大きさを所望により考慮し、現在維持されている目標圧力に安全
マージンを組み込む。
【０１４０】
　次に図５を参照する。図５は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗
浄および／または検査中に結腸の膨らみの状態を維持する方法の概略的な流れ図である。
【０１４１】
　なお、図５（および／または例えば図６）のブロックの動作は、所望により、同時に、
および／または、使用される結腸洗浄システムによってサポートされる任意の合理的な順
序で、実行されることを理解されたい。特に、圧力の調整は、所望により、腸における結
腸洗浄システムの使用を含む進行中の動作と同時に行う。同様に、判定ブロックは、別の
措置ブロックおよび／または別の判定ブロックとは独立して判定可能である限りは、所望
により、同時に、および／または、任意の合理的な順序で、判定される。
【０１４２】
　ブロック５０２において、いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システムを備えた
装置を使用する動作が、膨らんだ腸において進行中である。動作、および／または、使用
される結腸洗浄システム装置は、例えば、図３に関連して上述したとおりである。
【０１４３】
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　ブロック５０４において、いくつかの実施形態においては、圧力上限を超えているか否
かに関して、コントローラー１３０によって判定を行う。さまざまなタイプの圧力限界が
、前出の節「送気の監視および制御」に関連して説明してある。いくつかの実施形態にお
いては、上限はハードリミットであり、安全性または患者の最小限の快適性の理由により
、圧力はこの限界を超えてはならない。追加または代替の上限はソフトリミットであり、
ソフトリミットは、安全性の限界より低い目標圧力範囲の上限を示す。例えば、狭窄した
領域を一時的に開くために、および／または、例えば図４に関連して上述したように、移
動重量および／または蠕動運動による圧力の一時的変化に起因して、操作者からの意図的
な命令により、ソフトリミットを超える圧力の逸脱を所望により許可する。いくつかの実
施形態においては、例えば異なる原因を有する圧力上昇に関連して、２つ以上の上側ソフ
トリミットを定義する。いくつかの実施形態においては、圧力限界は切替点として定義し
、切替点より上および下では、再びこの限界に達するまで別の措置を実行する。いくつか
の実施形態においては、限界は、特定のポイントであって、圧力が変化するにつれてその
ポイントから、またはそのポイントに向かって措置が徐々に開始されるポイント、として
定義され、完全な動作または完全な停止に近づく速度が、限界点自体で起こるように設定
される。このような措置は、例えば、送気、潅注、および／または排出が行われる速度で
ある。
【０１４４】
　圧力上限を超えている場合、いくつかの実施形態においては、流れ図はブロック５０６
に続く。そうでない場合、流れ図はブロック５０８に続く。
【０１４５】
　これに加えて、またはこれに代えて、結腸の膨らみの状態を記述する測度を提供する別
の測定値が、その動作を行うべきかを決定するための基準として、コントローラー１３０
によって所望により使用される。このような測定値は、例えば、前出の節「追加または代
替の膨らみの状態の監視および／または制御」に説明してある。
【０１４６】
　ブロック５０６において、いくつかの実施形態においては、コントローラー１３０は、
結腸の膨らみの状態が減少するように結腸洗浄システム１００の動作を変更する１つまた
は複数の命令を発行する。いくつかの実施形態においては（さらに別の可能な動作に関し
ては、限界の定義に応じて）、進行中の送気を停止する。いくつかの実施形態においては
、例えば、安全性の臨界限界を超えている、および／または、相当に近づく危険がある場
合、結腸の圧力を積極的に低減する目的で、（操作者によって命令されるか否かにかかわ
らず）排出を開始する。いくつかの実施形態においては、例えば、臨界限界より低い上限
に徐々に近づいている、および／または、超えているときには、命令されたとき、相応し
て排出速度を高める。これにより、目標圧力範囲をより迅速に能動的に回復することが可
能である。いくつかの実施形態においては、排出速度を、例えば、１０％、２０％、３０
％、５０％、または別のより大きい、より小さい、または中間の相対的な量だけ、高める
。いくつかの実施形態においては、命令された排出を、それ以外の場合に命令に応えて実
行されるよりも長い期間にわたり持続し、期間の延長は、例えば、１００ｍｓｅｃ、５０
０ｍｓｅｃ、１秒、２秒、５秒、または別のより長い、より短い、または中間の時間長で
ある。いくつかの実施形態においては、測定した圧力が、何らかの所定の限界よりも高い
特定の範囲内である限り、排出と一緒の送気の動作を低減する、および／または停止する
。いくつかの実施形態においては、例えば、液体と一緒に供給するガスの量を減らすこと
によって、および／または、潅注流体を供給する全体的な圧力を下げることによって、潅
注体積を低減する。
【０１４７】
　ブロック５０８において、いくつかの実施形態においては、測定した圧力が圧力の下限
より低いか否かの判定を行う。この場合、例えば、それより低いと結腸がつぶれる可能性
の高い限界に、下側の「ハード」リミットを設定する。１つまたは複数のソフトリミット
（圧力範囲として、および／または特定の圧力として定義される）を設定することが可能
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であり、これらのソフトリミットは、是正措置、是正の傾向、および／または是正の強さ
に関連付ける。
【０１４８】
　圧力下限に達していない場合、いくつかの実施形態においては、流れ図はブロック５１
０に続く。そうでない場合、流れ図はブロック５１２に続く。
【０１４９】
　ブロック５１０において、いくつかの実施形態においては、結腸の膨らみ圧力を上げる
措置を、コントローラー１３０によって命令する。圧力を上げる措置には、いくつかの実
施形態においては、例えば、送気圧力供給部１０４に命令を送る、および／または命令を
修正することが含まれる。所望により、この措置は、送気を開始するステップ（特にハー
ドリミットに達している場合）、送気速度を高めるステップ、および／または、別の方法
で起動されるときに（例えば排出命令と一緒に起動される場合に）送気が行われる速度を
高めるステップ、を含む。送気速度の増大は、例えば、初期設定速度の１０％、または３
０％、５０％、または別のより大きい、より小さい、または中間の相対的な速度である。
上限の場合の排出時間の延長と同様に、送気（いくつかの実施形態においては、排出と一
緒にトリガーされる）を、圧力限界および／または圧力限界からの距離に応じた期間（例
えば、１００ｍｓｅｃ、５００ｍｓｅｃ、１秒、２秒、５秒、または別のより長い、より
短い、または中間の期間）だけ、所望により延長する。いくつかの実施形態においては、
速度の増大および／または時間の延長を、潅注供給部２０４の動作に加えて、またはこれ
に代えて適用する。いくつかの実施形態においては、送気速度および／または潅注速度の
限界に達している場合、（供給する排出圧力部１０８にそのように命令することによる）
排出の強さを低減し、この低減は、例えば、１０％、３０％、５０％、または別のより大
きい、より小さい、または中間の相対的な量の低減である。
【０１５０】
　ブロック５１２において、いくつかの実施形態においては、膨らんだ腸における動作が
続行される場合、流れ図はブロック５０２に戻る。そうでない場合、流れ図は終了する。
【０１５１】
　次に図６を参照する。図６は、本発明のいくつかの例示的な実施形態に係る、結腸の洗
浄および／または検査中に目標の結腸圧力範囲を選択する、および／または修正する方法
の概略的な流れ図である。
【０１５２】
　ブロック６０２において、いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システム１００を
備えた装置を使用する動作が、膨らんだ腸の中で進行中である。動作、および／または、
使用される結腸洗浄システム装置は、例えば、図３に関連して上述したとおりである。
【０１５３】
　ブロック６０４において、いくつかの実施形態においては、結腸洗浄システム１００に
よって現在使用されている圧力限界を下げる理由が存在するかの判定を行う。特に、被検
者によって報告される不快感は、圧力限界を下げるための基準である。下げられる限界は
、所望により、例えば図５に関連して上述したように、ハードリミットおよび／またはソ
フトリミットを含む。たとえ不快感が報告されない場合でも、洗浄システムの操作者は、
所望により、例えば、以前の経験に基づいて、または結腸のつぶれを防止するためのより
高い圧力限界を採用する優先的な理由が認識されないことに基づいて、下げた圧力限界を
設定する。例えば、漏れ、蠕動、および／または内臓の圧力が、処置中に結腸がつぶれる
危険性を高める可能性が低いと考えられるときには、操作者は、進行中の処置中に結腸内
の圧力が一般的に下がるように、所望により目標圧力を下げることを選択する。
【０１５４】
　圧力限界の低減が示される場合、いくつかの実施形態においては、流れ図はブロック６
０６に続く。そうでない場合、流れ図はブロック６０８に続く。
【０１５５】
　ブロック６０６において、いくつかの実施形態においては、コントローラー１３０によ



(29) JP 2020-513965 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

る制御上の決定において使用される圧力限界を下げる。いくつかの実施形態においては、
限界は、例えば、１～５ｍｂａｒ、４～８ｍｂａｒ、５～１０ｍｂａｒ、８～１５ｍｂａ
ｒだけ、または同じ、より小さい、より大きい、および／または中間の上下限を有する別
の範囲内の圧力だけ、下げる。いくつかの実施形態においては、具体的な下げ量は、操作
者によって選択される。いくつかの実施形態においては、下げ量は、コントローラー１３
０による制御上の決定において使用されるパラメータを記述する圧力限界の別の所定のプ
リセットグループにシフトすることによって、決定する。
【０１５６】
　ブロック６０８において、いくつかの実施形態においては、圧力限界を高める理由が存
在するかの判定を行う。高める理由は、例えば、送気圧力の増大によって開くことのでき
る腸の狭窄部に遭遇したためである。これに加えて、またはこれに代えて、操作者は、例
えば、漏れ、蠕動、および／または大腸内視鏡を進めている結腸部分の上の重量に起因す
る、腸がつぶれる高いリスクに着目する。いくつかの実施形態においては、判定は、圧力
を持続的に高めることである。いくつかの実施形態においては、判定は、一時的に高める
ことであり、例えば難しい狭窄領域を超えるのに十分な時間長だけ高める。
【０１５７】
　圧力限界が示される場合、いくつかの実施形態においては、流れ図はブロック６１０に
続く。そうでない場合、流れ図はブロック６１２に続く。
【０１５８】
　ブロック６１０において、いくつかの実施形態においては、コントローラー１３０によ
る制御上の決定において使用する圧力限界を上げる。いくつかの実施形態においては、限
界を、例えば、１～５ｍｂａｒ、４～８ｍｂａｒ、５～１０ｍｂａｒ、８～１５ｍｂａｒ
だけ、または同じ、より小さい、より大きい、および／または中間の上下限を有する別の
範囲内の圧力だけ、高める。いくつかの実施形態においては、具体的な上げ量は、操作者
によって選択される。いくつかの実施形態においては、これに加えて、またはこれに代え
て、上げ量は、制御パラメータの別の所定のプリセットグループにシフトすることによっ
て、決定される。
【０１５９】
　ブロック６１２において、いくつかの実施形態においては、膨らんだ腸において動作が
続行される場合、流れ図はブロック６０２に続く。そうでない場合、流れ図は終了する。
【０１６０】
　本出願から発生する特許権の存続期間中、数多くの関連するコントローラーが開発され
ることが予測されるが、用語「コントローラー」の範囲は、そのような新規の技術すべて
を含むものとする。
【０１６１】
　本明細書で使用する「約」は、±１０％以内を指す。
【０１６２】
　用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含
む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ
）」およびその活用形は、「限定されるものではないが、含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂ
ｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」を意味する。
【０１６３】
　「からなる」という用語は、「含み、限定される」ことを意味する。
【０１６４】
　「から実質的になる」という用語は、組成物、方法または構造が追加の成分、工程およ
び／または部分を含み得ることを意味する。但しこれは、追加の成分、工程および／また
は部分が、請求項に記載の組成物、方法または構造の基本的かつ新規な特性を実質的に変
更しない場合に限られる。
【０１６５】
　本明細書において、単数形を表す「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が明らか
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」または「少なくとも１種の化合物」には、複数の化合物が含まれ、それらの混合物をも
含み得る。
【０１６６】
　語「例」および「例示的な」は、本明細書においては、「例、一例、または説明として
の役割を果たす」を意味する目的で使用されている。「例」または「例示的な」として説
明されている実施形態は、必ずしも他の実施形態よりも好ましい、または有利であるとは
解釈されないものとする、および／または、他の実施形態からの特徴を組み込むことが排
除されないものとする。
【０１６７】
　語「所望により」は、本明細書においては、「いくつかの実施形態において設けられ、
他の実施形態では設けられない」を意味する目的で使用されている。本発明の任意の特定
の実施形態は、互いに矛盾しない限りは複数の「所望の」特徴を含むことができる。
【０１６８】
　本明細書で使用する「方法」という用語は、所定の課題を達成するための様式、手段、
技術および手順を意味し、化学、薬理学、生物学、生化学および医療の各分野の従事者に
既知のもの、または既知の様式、手段、技術および手順から従事者が容易に開発できるも
のが含まれるが、これらに限定されない。
【０１６９】
　本願全体を通して、本発明のさまざまな実施形態は、範囲形式にて示され得る。範囲形
式での記載は、単に利便性および簡潔さのためであり、本発明の範囲の柔軟性を欠く制限
ではないことを理解されたい。したがって、範囲の記載は、可能な下位の範囲の全部、お
よびその範囲内の個々の数値を特異的に開示していると考えるべきである。例えば、１～
６といった範囲の記載は、１～３、１～４、１～５、２～４、２～６、３～６等の部分範
囲のみならず、その範囲内の個々の数値、例えば１、２、３、４、５および６も具体的に
開示するものとする。これは、範囲の大きさに関わらず適用される。
【０１７０】
　本発明をその特定の実施形態との関連で説明したが、多数の代替、修正および変種が当
業者には明らかであろう。したがって、そのような代替、修正および変種の全ては、添付
の特許請求の範囲の趣旨および広い範囲内に含まれることを意図するものである。
【０１７１】
　本明細書で言及した全ての刊行物、特許および特許出願は、個々の刊行物、特許および
特許出願のそれぞれについて具体的且つ個別の参照により本明細書に組み込む場合と同程
度に、それらの全体が参照により本明細書に組み込まれる。加えて、本願におけるいかな
る参考文献の引用または特定は、このような参考文献が本発明の先行技術として使用でき
ることの容認として解釈されるべきではない。また、各節の表題が使用される範囲におい
て、必ずしも限定として解釈されるべきではない。
【０１７２】
　明確さのために別個の実施形態に関連して記載した本発明の所定の特徴はまた、１つの
実施形態において、これら特徴を組み合わせて提供され得ることを理解されたい。逆に、
簡潔さのために１つの実施形態に関連して記載した本発明の複数の特徴はまた、別々に、
または任意の好適な部分的な組み合わせ、または適当な他の記載された実施形態に対して
も提供され得る。さまざまな実施形態に関連して記載される所定の特徴は、その要素なし
では特定の実施形態が動作不能でない限り、その実施形態の必須要件であると捉えてはな
らない。
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